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令和４年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計 

補正予算（第１号） 

 

令和４年度亀岡市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，８０４千円 

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１，３６６，４０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

令和４年８月２９日提出 

 

 

亀岡市長 桂 川 孝 裕 

(1)



第１ 補

９２０
加算金

正

(

歳　　入　　合　　計

2

１，３６１，６００ ４

)

，８０４ １，３６６，

１

４０４

(3)

２　歳　　 出

款

歳

項 補正前の額 補　正　

　

額 計

千円 千円 千円

入

３ 諸支出金

表

４，１１６ ４，８０４ ８，９２０

償還金及び還付
１ ４，１１６ ４，８０４ ８，９２０

加算金

歳　　出　　合　　計 １，３６１，６０

款

０ ４，８０４ １，３６

項

６，４０４

　

補正前の額 補　正　額

歳

計

千円 千円 千円

入

６ 諸収入 ４，

歳

５４０ ４，８０４ ９，

出

３４４

予

償還金及び還付
２ ４，

算

１１６ ４，８０４ ８，


